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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアコンテンツに関連付けられた情報を提供するコンピュータ実施方法であって、
　前記メディアコンテンツを再生するように構成された再生装置に関連付けられた通信ア
ドレスを同報通信する工程であって、前記同報通信された通信アドレスは、ユーザ端末装
置が前記再生装置と通信することを可能にする、工程と、
　前記メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得する要求を前記ユーザ端末装置か
ら受信する工程と、
　第１の情報に関連付けられた第１の識別子を判断する工程であって、前記第１の情報は
前記メディアコンテンツに関連付けられる、工程と、
　前記第１の識別子を前記ユーザ端末装置へ送信する工程と
を含み、
　前記第１の識別子は、前記第１の情報を格納するロケーションに関連付けられたネット
ワークアドレスに関連付けられ、前記第１の識別子は、前記ユーザ端末装置がサーバから
前記ネットワークアドレスを取得するために前記サーバに前記第１の識別子を提供するこ
とを可能にする、コンピュータ実施方法。
【請求項２】
　前記第１の識別子は、前記メディアコンテンツのうちの１つを格納するファイルの名前
に関連付けられ、前記第１の情報に関連付けられた前記第１の識別子を判断する工程は、
　前記ファイルの前記名前を取得する工程と、
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　前記ファイルの前記取得された名前に基づき前記第１の識別子を判断する工程と
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　さらに、
　現在の再生時間を判断する工程と、
　前記判断した現在の再生時間に基づき、第２の識別子を判断する工程であって、前記第
２の識別子は前記ネットワークアドレスに関連付けられる、工程と、
　前記ユーザ端末装置が前記サーバから前記ネットワークアドレスを取得するために前記
サーバに前記第２の識別子を提供することを可能にすべく、前記第２の識別子を前記ユー
ザ端末装置へ送信する工程と
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザ端末装置と前記再生装置とは非認証無線接続を介して通信する、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得するコンピュータ実施方法であって、
　前記メディアコンテンツを再生するように構成された再生装置の通信アドレスを同報通
信メッセージから判断する工程と、
　前記メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得する第１の要求を前記再生装置の
前記判断された通信アドレスへ送信する工程と、
　前記情報を格納するロケーションに関連付けられたネットワークアドレスに関連付けら
れた識別子を受信する工程と、
　前記識別子を含む第２の要求をサーバに送信する工程と、
　前記サーバから前記ネットワークアドレスを受信する工程と
を含む、コンピュータ実施方法。
【請求項６】
　識別子とメディアコンテンツとを関連付けるコンピュータ実施方法であって、
　前記メディアコンテンツを再生するように構成された再生装置からメディアコンテンツ
のファイルのリストを取得する工程であって、前記ファイルのリストのそれぞれは１つま
たは複数の再生時間に関連付けられる、工程と、
　複数の識別子と前記再生時間とを関連付けるマッピング表を前記リストに基づき判断す
る工程と
を含み、
　前記マッピング表は、ユーザ端末装置によって送信される前記メディアコンテンツに関
連付けられた情報の要求に応じて前記再生装置が前記メディアコンテンツの現在の再生時
間に基づいて前記複数の識別子のうちの第１の識別子を提供することを可能にし、
　前記第１の識別子は、前記メディアコンテンツに関連付けられた情報をサーバから取得
することを可能にする、コンピュータ実施方法。
【請求項７】
　前記メディアコンテンツに関連付けられた前記情報を格納するロケーションの１つまた
は複数のネットワークアドレスを取得する工程と、
　前記再生時間と前記ネットワークアドレスとを関連付ける第２のリストを判断する工程
と、
　前記第２のリストを前記サーバに送信する工程と
をさらに含み、
　前記第２のリストは、前記サーバが前記第１の識別子に基づいて前記ユーザ端末装置に
前記１つまたは複数のネットワークアドレスのうちの第１のネットワークアドレスを提供
することを可能にする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数の識別子のそれぞれは、前記ファイルのリストのそれぞれに対して生成される
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、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネットワークアドレスは、認証された無線接続を介して提供される、請求項７に記
載の方法。
【請求項１０】
　メディアコンテンツに関連付けられた情報を提供する装置であって、
　命令の組を格納するメモリと、 
　プロセッサであって、前記命令の組を実行して、前記装置に、
　前記メディアコンテンツを再生するように構成された再生装置に関連付けられた通信ア
ドレスを同報通信することであって、前記同報通信された通信アドレスは、ユーザ端末装
置が前記再生装置と通信することを可能にする、同報通信することと、
　前記メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得する要求を前記ユーザ端末装置か
ら受信することと、
　第１の情報に関連付けられた第１の識別子を判断することであって、前記第１の情報は
前記メディアコンテンツに関連付けられる、ことと、
　前記第１の識別子を前記ユーザ端末装置へ送信することと
を行わせるように構成されるプロセッサとを含み、
　前記第１の識別子は、前記第１の情報を格納するロケーションに関連付けられたネット
ワークアドレスに関連付けられ、前記第１の識別子は、前記ユーザ端末装置がサーバから
前記ネットワークアドレスを取得するために前記サーバに前記第１の識別子を提供するこ
とを可能にする、装置。
【請求項１１】
　前記第１の識別子は、前記メディアコンテンツのうちの１つを格納するファイルの名前
に関連付けられ、前記第１の情報に関連付けられた前記第１の識別子を判断することは、
前記プロセッサが、
　前記ファイルの前記名前を取得することと、
　前記ファイルの前記取得された名前に基づき前記第１の識別子を判断することと 
を行うように構成されることを含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、前記命令の組を実行して、前記装置に、
　現在の再生時間を判断する工程と、
　前記判断した現在の再生時間に基づき、第２の識別子を判断することであって、前記第
２の識別子は前記ネットワークアドレスに関連付けられる、ことと、
　前記ユーザ端末装置が前記サーバから前記ネットワークアドレスを取得するために前記
サーバに前記第２の識別子を提供することを可能にすべく、前記第２の識別子を前記ユー
ザ端末装置へ送信することと
を行わせるように構成される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ユーザ端末装置と前記再生装置とは非認証無線接続を介して通信する、請求項１０
に記載の装置。
【請求項１４】
　メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得する装置であって、
　命令の組を格納するメモリと、
　プロセッサであって、前記命令の組を実行して、前記装置に、
　前記メディアコンテンツを再生するように構成された再生装置の通信アドレスを同報通
信メッセージから判断することと、
　前記メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得する第１の要求を前記再生装置の
前記判断された通信アドレスへ送信することと、
　前記情報を格納するロケーションに関連付けられたネットワークアドレスに関連付けら
れた識別子を受信することと、
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　前記識別子を含む第２の要求をサーバに送信することと、 
　前記サーバから前記ネットワークアドレスを受信することと
を行わせるように構成されるプロセッサとを含む、装置。
【請求項１５】
　識別子とメディアコンテンツとを関連付ける装置であって、
　命令の組を格納するメモリと、
　プロセッサであって、前記命令の組を実行して、前記装置に、
　前記メディアコンテンツを再生するように構成された再生装置からメディアコンテンツ
のファイルのリストを取得することであって、前記ファイルのリストのそれぞれは１つま
たは複数の再生時間に関連付けられる、ことと、
　複数の識別子と前記再生時間とを関連付けるマッピング表を前記リストに基づき判断す
ることと
を行わせるように構成されるプロセッサとを含み、
　前記マッピング表は、ユーザ端末装置によって送信される前記メディアコンテンツに関
連付けられた情報の要求に応じて前記再生装置が前記メディアコンテンツの現在の再生時
間に基づいて前記複数の識別子のうちの第１の識別子を提供することを可能にし、
　前記第１の識別子は、前記メディアコンテンツに関連付けられた情報をサーバから取得
することを可能にする、装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、前記命令の組を実行して、前記装置に、
　前記メディアコンテンツに関連付けられた前記情報を格納するロケーションの１つまた
は複数のネットワークアドレスを取得することと、
　前記再生時間と前記ネットワークアドレスとを関連付ける第２のリストを判断すること
と、
　前記第２のリストを前記サーバに送信することと
を行わせるようにさらに構成され、
　前記第２のリストは、前記サーバが前記第１の識別子に基づいて前記ユーザ端末装置に
前記１つまたは複数のネットワークアドレスのうちの第１のネットワークアドレスを提供
することを可能にする、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ネットワークアドレスは、前記第１の情報を格納する前記ロケーションのユニフォ
ームリソースロケータ（ＵＲＬ）である、請求項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１８】
　前記第１の識別子は、第１の副識別子と第２の副識別子とを含み、前記第１の副識別子
は、前記メディアコンテンツを格納するファイルの名前に関連付けられており、前記第２
の副識別子は、前記メディアコンテンツのうちの１つの現在の再生時間に関連付けられて
おり、
　前記ネットワークアドレスは、前記第１及び第２の副識別子と関連付けられており、
　前記第１の情報に関連付けられる前記第１の識別子を判断することが、
　　前記ファイルの前記名前を取得する工程と、
　　前記取得した名前に基づいて前記第１の副識別子を判断する工程と、
　　前記現在の再生時間に基づいて前記第２の副識別子を判断する工程と、
　を含む、請求項１に記載のコンピュータ実施方法。

 
【請求項１９】
　前記第１の識別子は３０バイト以下である、請求項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項２０】
　前記第１の識別子は単一のデータパケットで前記ユーザ端末装置に送信される、請求項
１に記載のコンピュータ実施方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１４年９月２８日出願の中国特許出願中国特許出願公開第２０１４１０
５０９６９７．５号に基づき、かつそれに対する優先権を主張し、その特許出願の全体が
参照により本明細書に援用される。
【０００２】
技術分野
　本出願は、メディアコンテンツ処理の分野に関し、特にメディアコンテンツに関連付け
られた情報を提供する方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
背景
　この情報化時代では、人々が情報を取得するための多くの方法が存在する。例えば、大
画面再生装置はデパート、ブランド店、地下鉄および空港など、公共の場所のいたるとこ
ろで見出され得る。大量のマルチメディアのコンテンツがこれら装置上に表示される。ユ
ーザは、大画面再生装置上に表示されているメディアコンテンツを見ると、表示されてい
るメディアコンテンツに関連付けられたより多くの情報を取得することを求め得る。
【０００４】
　例示的な例として、地下鉄駅における消費者は、大画面が製品の映像を再生しているこ
とを見て、その製品に関心を持つ。消費者は製品に関するより多くの情報を取得すること
を求め得る。通常、消費者は、キーワードを使用して製品を検索するために携帯装置（例
えば、携帯電話）を使用することにより、ネットワークにログインし得る。検索は大量の
組のデータを生成することになり、消費者は、製品に関する情報を見出すためにこれらの
データ内を探す必要がある。広告／販売コンバージョンが発生し得るが、このコンバージ
ョン処理（検索と検索結果の後処理とを含む）は非効率的であり、より低い広告／販売比
率となる。さらに、取得情報のこのような処理は、ユーザによる複雑な操作を必要とし得
る一方、膨大なネットワーク資源も消費する。
【０００５】
　情報をより効率的な方法で提供するために、従来技術において一般的に使用される技術
は、大画面上に表示されているイメージ画像内に２次元コードを挿入することである。こ
のとき、視聴者は、現在表示されている画像についての追加情報を取得するために、携帯
端末内にインストールされたアプリにより２次元コードを走査し得る。
【０００６】
　この技術は情報を収集するために好都合であるが、多くの短所を有する。第１に、２次
元コードピクチャを画像内に埋め込むことは、画像の完全性に影響を与え、画像の映像表
示の品質だけでなくその美的外観にも影響を与える。さらに、２次元コードを走査するこ
とは、長い時間を必要とし、例えば走査が完了する前に２次元コードが映像ディスプレイ
内で消える危険性を伴う。さらに、正確な走査のために、携帯端末（コードを走査するた
めのアプリがインストールされた）が２次元コード区域に向けられる必要がある。様々な
角度でかつ様々な距離から走査している可能性がある複数のユーザ間で走査精度を維持す
ることは困難である。さらに、公衆大画面に関して、ユーザは通常、画面から遠距離に位
置し、したがって２次元コード情報を正確かつ効果的に取得することをさらに困難にする
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、表示画面上に表示されているメディアコンテンツに関連付けられた情報を
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提供し、ユーザが情報をより効率的かつ正確に取得することを可能にする技術が必要であ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
概要
　本開示は、メディアコンテンツに関連付けられた情報を提供するコンピュータ実施方法
を提供する。本方法は、メディアコンテンツを再生するように構成された再生装置に関連
付けられた通信アドレスを同報通信する工程であって、同報通信された通信アドレスは、
ユーザ端末装置が再生装置と通信することを可能にする、工程と、メディアコンテンツに
関連付けられた情報を取得する要求をユーザ端末装置から受信する工程と、その情報に関
連付けられた識別子を判断する工程と、識別子をユーザ端末装置へ送信する工程とを含む
。識別子は、ユーザ端末装置が情報を取得することを可能にする。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、識別子は、情報を格納するロケーションに関連付けられたネ
ットワークアドレスを含む。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、識別子は、情報を格納するロケーションに関連付けられたネ
ットワークアドレスに関連付けられる。識別子は、ユーザ端末装置がネットワークアドレ
スを取得することを可能にする。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、識別子は、メディアコンテンツのうちの１つを格納するファ
イルの名前に関連付けられ、情報に関連付けられた識別子を判断する工程は、ファイルの
名前を取得する工程と、ファイルの取得された名前に基づき識別子を判断する工程とを含
む。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、識別子は、第１の副識別子と第２の副識別子とを含み、第１
の副識別子は、メディアコンテンツを格納するファイルの名前に関連付けられ、第２の副
識別子は、メディアコンテンツのうちの１つの再生時間に関連付けられ、ネットワークア
ドレスは、第１および第２の副識別子に関連付けられる。情報に関連付けられた識別子を
判断する工程は、ファイルの名前を取得する工程と、ファイルを再生する進捗に応じて再
生時間を判断する工程と、取得された名前と、判断された再生時間とに基づき第１および
第２の副識別子を判断する工程とを含む。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、ユーザ端末装置と再生装置とは非認証無線接続を介して通信
する。
【００１４】
　本開示の実施形態はまた、メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得するコンピ
ュータ実施方法を提供する。本方法は、メディアコンテンツを再生するように構成された
再生装置の通信アドレスを同報通信メッセージから判断する工程と、メディアコンテンツ
に関連付けられた情報を取得する要求を、判断された通信アドレスへ送信する工程と、メ
ディアコンテンツに関連付けられた識別子を受信する工程と、識別子に基づき情報を取得
する工程とを含む。
【００１５】
　本開示の実施形態はまた、識別子とメディアコンテンツとを関連付けるコンピュータ実
施方法を提供する。本方法は、メディアコンテンツを再生するように構成された再生装置
からメディアコンテンツのリストを取得する工程と、識別子とメディアコンテンツとを関
連付けるマッピング表をリストに基づき判断する工程であって、識別子は、メディアコン
テンツに関連付けられた情報を識別するように生成される、工程とを含む。マッピング表
は、メディアコンテンツのうちの１つに関連付けられた情報の要求に応じて再生装置が識
別子を提供することを可能にし、再生装置により提供される識別子は、メディアコンテン
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ツのうちの１つに関連付けられた情報を取得することを可能にする。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、本方法は、メディアコンテンツに関連付けられた情報を格納
するロケーションの１つまたは複数のネットワークアドレスを取得する工程と、識別子と
１つまたは複数のネットワークアドレスとを関連付ける工程と、識別子のうちの１つを含
む要求を受信することに応じてネットワークアドレスのうちの１つを提供する工程とをさ
らに含む。ネットワークアドレスのうちの１つを提供する工程は、メディアコンテンツの
うちの１つに関連付けられた情報を取得することを可能にする。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、識別子のそれぞれは、リスト内のメディアコンテンツのそれ
ぞれに対して生成される。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、ネットワークアドレスの１つは、認証された無線接続を介し
て提供される。
【００１９】
　本開示の実施形態はまた、メディアコンテンツに関連付けられた情報を提供する装置を
提供する。本装置はプロセッサを含む。プロセッサは、メディアコンテンツを再生するよ
うに構成された再生装置に関連付けられた通信アドレスを同報通信することであって、同
報通信された通信アドレスは、ユーザ端末装置が再生装置と通信することを可能にする、
同報通信することと、メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得する要求をユーザ
端末装置から受信することと、その情報に関連付けられた識別子を判断することと、識別
子をユーザ端末装置へ送信することとを行うように構成される。識別子は、ユーザ端末装
置が情報を取得することを可能にする。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、識別子は、メディアコンテンツのうちの１つを格納するファ
イルの名前に関連付けられ、情報に関連付けられた識別子を判断することは、プロセッサ
が、ファイルの名前を取得することと、ファイルの取得された名前に基づき識別子を判断
することとを行うように構成されることを含む。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、識別子は、第１の副識別子と第２の副識別子とを含み、第１
の副識別子は、メディアコンテンツを格納するファイルの名前に関連付けられ、第２の副
識別子は、メディアコンテンツのうちの１つの再生時間に関連付けられ、ネットワークア
ドレスは、第１および第２の副識別子に関連付けられ、情報に関連付けられた識別子を判
断することは、プロセッサが、ファイルの名前を取得することと、ファイルを再生する進
捗に応じて再生時間を判断することと、取得された名前と、判断された再生時間とに基づ
き第１および第２の副識別子を判断することとを行うように構成されることを含む。
【００２２】
　本開示の実施形態はまた、メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得する装置を
提供する。本装置はプロセッサを含む。プロセッサは、メディアコンテンツを再生するよ
うに構成された再生装置の通信アドレスを同報通信メッセージから判断することと、メデ
ィアコンテンツに関連付けられた情報を取得する要求を、判断された通信アドレスへ送信
することと、メディアコンテンツに関連付けられた識別子を受信することと、識別子に基
づき情報を取得することとを行うように構成される。
【００２３】
　本開示の実施形態はまた、識別子とメディアコンテンツとを関連付ける装置を提供する
。本装置はプロセッサを含む。プロセッサは、メディアコンテンツを再生するように構成
された再生装置からメディアコンテンツのリストを取得することと、識別子とメディアコ
ンテンツとを関連付けるマッピング表をリストに基づき判断することであって、識別子は
、メディアコンテンツに関連付けられた情報を識別するように生成される、判断すること
とを行うように構成される。マッピング表は、メディアコンテンツのうちの１つに関連付
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けられた情報の要求に応じて再生装置が識別子を提供することを可能にし、再生装置によ
り提供された識別子は、メディアコンテンツのうちの１つに関連付けられた情報を取得す
ることを可能にする。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、プロセッサは、メディアコンテンツに関連付けられた情報を
格納するロケーションの１つまたは複数のネットワークアドレスを取得することと、識別
子と１つまたは複数のネットワークアドレスとを関連付けることと、識別子のうちの１つ
を含む要求を受信することに応じてネットワークアドレスのうちの１つを提供することと
を行うようにさらに構成される。ネットワークアドレスのうちの１つの提供は、メディア
コンテンツのうちの１つに関連付けられた情報を取得することを可能にする。
【００２５】
　開示される実施形態の別の目的および利点は、以下の説明に部分的に記載され、その説
明から部分的に明らかになるか、または実施形態の実施により学習され得る。開示される
実施形態の目的および利点は、特許請求の範囲に記載される要素およびその組み合わせに
より実現および達成され得る。
【００２６】
　これまで述べた概要および以下の詳細な説明の両方は、例示的かつ説明目的のものにす
ぎず、特許請求されるような開示される実施形態に限定されるものではないことを理解す
べきである。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツを表示し、表示されているメ
ディアコンテンツに関連付けられた情報を提供する例示的システムのブロック図である。
【図２】本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツに関連付けられた情報を提供
する例示的方法のフローチャートである。
【図３】本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得
する例示的方法のフローチャートである。
【図４】本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツとメディアコンテンツに関連
付けられた情報の識別子とを関連付ける例示的方法のフローチャートである。
【図５】本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツとメディアコンテンツに関連
付けられた情報の識別子との間の関連付け情報を取得する例示的方法のフローチャートで
ある。
【図６】本開示の実施形態に一致する、情報の識別子と情報のネットワークロケーション
との間の関連付け情報を生成する例示的方法のフローチャートである。
【図７】本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツに関連付けられた情報を提供
する例示的装置のブロック図である。
【図８】本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得
する例示的装置のブロック図である。
【図９】本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツとメディアコンテンツに関連
付けられた情報の識別子とを関連付ける例示的装置のブロック図である。
【図１０】本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツとメディアコンテンツに関
連付けられた情報の識別子との間の関連付け情報を取得する例示的装置のブロック図であ
る。
【図１１】本開示の実施形態に一致する、情報の識別子と情報のネットワークロケーショ
ンとの間の関連付け情報を生成する例示的装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
実施形態の説明
　その例が添付図面に示される例示的実施形態を次に詳細に参照する。以下の説明は、特
記しない限り様々な図面内の同じ数字が同じまたは同様の要素を表す添付図面を参照する
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。以下の例示的実施形態の説明に記載される実装形態は、本発明によるすべての実装形態
を表すとは限らない。むしろ、これらは、添付の特許請求の範囲に記載される本発明に関
係する態様による装置および方法の単に一例である。
【００２９】
　本開示は、メディアコンテンツに関連付けられた情報を提供するシステムおよび方法を
提供する。本装置は、メディアコンテンツを再生するように構成された再生装置に関連付
けられた通信アドレスを同報通信し得る。同報通信された通信アドレスは、ユーザ端末装
置が再生装置と通信することを可能にする。通信アドレスを同報通信した後、本装置は、
ユーザ端末装置から、メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得する要求を受信し
得る。次に、本装置は、上記情報に関連付けられた識別子を判断し、その識別子をユーザ
端末装置へ送信し得る。識別子はユーザ端末装置が上記情報を取得することを可能にする
。このような配置により、大画面上に表示されているメディアコンテンツに関係するより
多くの情報をユーザが取得することを可能にするため、「多画面相互作用（multi-screen
 interaction）」の形式が提供され得る。この形式の多画面相互作用により、あるプログ
ラムが大画面装置上に表示されているとき、大画面装置上に表示されている情報との相互
作用を行うために携帯装置が使用され得る。携帯装置は、タブレットコンピュータ、スマ
ートフォン、ウェアリングデバイス（スマートウォッチなど）であり得る。例えば、プロ
グラム、映画、音楽またはビデオゲームが大画面（例えばテレビ）上で再生されていると
き、表示されているコンテンツに関係する情報が携帯装置上に同期して表示される。
【００３０】
　通常、表示装置（例えばスマートテレビ）は、多画面相互作用を実施するためにローカ
ルエリアネットワークを通して携帯装置（例えばスマートフォン）に通信可能に結合され
得る。ローカルエリアネットワークはWiFiにより実施され得る。スマートテレビとスマー
トフォンとは、スマートテレビとスマートフォンと間の多画面相互作用を実現するために
、ローカルエリアネットワーク内の異種装置間でマルチメディアデータを共有する通信プ
ロトコルに基づき、データの相互送信を行い得る。特定の通信プロトコルとしては、例え
ばDigital Living Network Alliance（ＤＬＮＡ（登録商標））、Apple（商標）Airplay
（商標）などが挙げられる。この形式の多画面相互作用は、通常、スマートフォン上で視
聴されている映像を継続視聴のためにテレビ等へ転送することに関わる。
【００３１】
　公共の場所（例えば地下鉄駅、空港、デパートなど）に取り付けられた大画面再生装置
は、主としてオフライン状態であり、いかなるローカルエリアネットワークにも接続され
ない。再生されているメディアコンテンツは、主として再生装置にローカルに格納される
（例えば、次にデータを再生装置へ送信するＵＳＢディスク、ＳＤカード、モバイルハー
ドディスクなどに）。本開示の実施形態は、オフライン表示装置と別の携帯端末との間の
多画面相互作用を可能にする方法および装置を提供する。ここには表示装置と携帯端末と
を接続するローカルエリアネットワークは存在しない。
【００３２】
　本開示の実施形態は、ビデオロッド（video rod）、メディアボックス、パーソナルコ
ンピュータ（ＰＣ）、スマートテレビなどの再生装置により実施され得る。本開示の実施
形態は、再生装置へ接続された画面と携帯端末の画面との間の異なる（ただし、関連する
）情報の表示を可能にする。例示的な例として、再生装置がある製品またはサービスの広
告を表示している間、再生装置（またはそれと結合された装置）はまた、製品またはサー
ビスのセールと価格や、製品またはサービスなどを販売する電子商取引プラットフォーム
といった、広告に関連付けられた情報をユーザ端末装置へ提供することができ、そのよう
な情報は、ユーザ端末装置において取得および表示され得る。
【００３３】
　図１は、本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツを表示し、表示されている
メディアコンテンツに関連付けられた情報を提供する例示的システム１００のブロック図
である。システム１００は、表示画面１０２、再生装置１０４、ユーザ端末装置１０６、
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管理装置１０８およびサーバ１１０を含む。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、再生装置１０４は、メディアプレーヤ１１２、記憶装置１１
６および相互作用装置１１８を含む。オフラインメディアファイル（映像、音声、Flash
、画像などのフォーマットであり得る）は、記憶装置１１６内に格納され得る。再生装置
１０４はさらにメディアプレーヤ１１２を含む。メディアプレーヤ１１２は、メディアス
トリームを生成し、そのメディアストリームをＨＤＭＩ（登録商標）インターフェイスを
介して表示画面１０２へ送信し、表示画面１０２が第１の画面としてメディアデータを表
示することを可能にするように構成される。いくつかの実施形態では、再生装置１０４は
ＨＤＭＩドングル装置であり得る。
【００３５】
　相互作用装置１１８は、ユーザ端末装置１０６との相互作用を行うように構成される。
例えば、相互作用装置１１８は無線通信モジュールなどを含み得、通信アドレスを定期的
に同報通信し得る。メディアプレーヤ１１２がメディアファイルを再生しているとき、ユ
ーザ端末装置１０６から要求を受信すると、再生装置１０４は、メディアファイルに含ま
れるメディアコンテンツに関連付けられた情報を識別するように構成された識別情報を、
相互作用装置１１８を介してプッシュし得る。例示的な例として、ユーザ端末装置１０６
は、タッチ画面操作などの操作または端末装置の揺動行為を検知し得る。次に、ユーザ端
末装置１０６は、メディアコンテンツに関連付けられた情報の識別子を取得する要求を再
生装置１０４へ送信し得る。識別子に基づき、ユーザ端末装置１０６は情報を取得し得る
。さらに、識別子に基づき、ユーザの関心のある関連付け情報が、第２の画面として機能
する端末装置の画面上に開かれ得る。管理装置１０８は、システム管理者が必要に応じて
識別子情報を構成または更新することを可能にする。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、相互作用装置１１８は低電力消費無線通信モジュールにより
実施され得る。このようなモジュールは、Bluetooth（登録商標） Low Energy（ＢＬＥ）
（例えばＢＬＥ４．０）、従来のBluetooth機能（ＢＴ３．０／２．ｘ）またはその両方
など、１つまたは複数のBluetoothプロトコルに適合可能である。ユーザ端末装置１０６
に関して、ほとんどの端末装置が従来のBluetooth無線プロトコルをサポートし得る。加
えて、ＢＬＥを備えた一層多くの端末装置が存在する。例えば、iPhone（登録商標） 4S
およびそれ以降のバージョンならびにAndroid（登録商標） 4.3およびそれ以降のバージ
ョンがインストールされた端末装置は、通常、ＢＬＥを備える。したがって、再生装置と
ユーザ端末装置とは、ＢＬＥプロトコルを介して相互作用を行い得る。
【００３７】
　以下に説明されるように、前述の多画面相互作用は再生装置１０４とユーザ端末装置１
０６との間の相互作用を含む。いくつかの実施形態では、前述の多画面相互作用はまた、
サーバ１１０とユーザ端末装置１０６との間の相互作用を含む。サーバ１１０はまた、再
生されているメディアコンテンツに関連付けられた情報を構成または更新するために管理
装置１０８および再生装置１０４と相互作用するように構成され得る。いくつかの実施形
態では、サーバ１１０および管理装置１０８の少なくとも一部は単一装置として一体化さ
れ得る。いくつかの実施形態では、管理装置１０８および再生装置１０４の少なくとも一
部も単一装置として一体化され得る。
【００３８】
　図２は、本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツに関連付けられた情報を提
供する例示的方法２００のフローチャートである。いくつかの実施形態では、例示的方法
２００は、図１の再生装置１０４（またはそれへのアクセスを有する装置）により行われ
得る。再生装置はまた、無線通信モジュール（例えば相互作用装置１１８内に含まれる）
を含み、メディアコンテンツに関連付けられた情報の複数の識別子を含むマッピング表（
例えば記憶装置１１６における）を格納する。マッピング表についての詳細は以下に説明
される。方法２００は以下の工程を含む。
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【００３９】
　工程Ｓ２０１では、再生装置１０４は、無線通信モジュールに関連付けられた通信アド
レス情報を同報通信する。通信アドレス情報は、対応する無線通信モジュール（例えばユ
ーザ端末装置１０６）を有する端末装置が、再生装置により送信された情報を受信するこ
とを可能にする。
【００４０】
　多画面相互作用は、再生装置とユーザ端末装置との両方が従来の無線通信モジュールを
含むときに実施され得る。無線通信モジュールは、様々な無線標準規格により実施され得
る。例えば、無線通信モジュールは従来のBluetoothモジュールであり得る。この場合、
装置同士は接続がそれらの間に設定される前にペアになる必要がある。ペアリング処理を
トリガするために、ユーザ端末装置は他の無線通信装置を最初に検索し得る。発見された
無線通信装置のリストから、ユーザは、ユーザにより見られているメディアコンテンツを
再生している再生装置とその関連情報とをユーザ端末装置を介して選択し得る。このよう
な情報は、再生装置に関連付けられた名前を含み得、再生装置により同報通信され得る。
次に、その名前に基づきペアにする再生装置が選択され得る。場合により、ユーザ端末装
置内にインストールされたクライアント側アプリケーションがまた、他のBluetooth装置
を検索することにより再生装置を検索する処理を自動的にトリガし得る。例えば、アプリ
ケーションは、ユーザがある公共の場所に現在位置することを、測位システムを介して検
知し得る。予め設定されたデータベースに格納された情報から、アプリケーションは、そ
の公共の場所に位置する再生装置のリストを判断し得る。ある判定基準を満たす（例えば
、予め格納された再生装置名に一致する）再生装置がマッチングの目的のためにリストか
ら選択され得る。ペアリングが成功した後、２つの装置（ユーザ端末装置および再生装置
）は、通信接続を設定するためにそれらの通信アドレス（例えば、ＭＡＣアドレス）を交
換する。この場合、メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得する命令を受信する
と、ユーザ端末装置のクライアントアプリケーションは、情報の要求をペアの再生装置の
無線通信モジュールへ無線で送信し得る。
【００４１】
　場合により、ペアリング処理は情報の取得の効率に影響を与え得る。例えば、ペアリン
グは要求情報の取得に遅延を導入し得る。さらに、混雑した場所では、多数のBluetooth
装置（ユーザ端末装置を含む）が検索過程において発見され得、ユーザ端末装置のなかか
ら、ユーザにより見られ照会されているメディアコンテンツを再生している再生装置を選
択することを困難にする。さらに、従来のBluetooth装置は多数のチャネル（例えば数十
）を有し得る。したがって、ユーザ端末装置と再生装置との検索およびペアリング中、ユ
ーザ端末装置と再生装置との両方は周波数ホッピングを連続的に行い得、各パーティが他
のパーティを発見するのを困難にする。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、前述の欠陥を緩和するために、再生装置とユーザ端末装置と
の間の無線通信はＢＬＥ（例えばＢＬＥ４．０）プロトコルに基づき実施され得る。ＢＬ
Ｅは以下の利点を少なくとも提供し得る。第１に、ＢＬＥ装置はそれらの間の認証された
接続を必要としない、すなわち、従来のBluetoothのものと同様のペアリング処理は必要
とされない。したがって、要求情報の取得における遅延は低減され得る。第２に、ＢＬＥ
は、再生装置がその通信アドレス情報（ＭＡＣアドレス等）を一定間隔で（例えば１００
ｍｓ毎に）同報通信することを可能にする同報通信能力を提供する。ユーザ端末装置もＢ
ＬＥ機能を含む場合、ユーザ端末装置は、同報通信をリッスンすることにより通信アドレ
スを取得し得る。次に、ユーザ端末装置は、ペアリング処理を行うことなしに再生装置と
直接通信し得る。ユーザ端末装置はまた、他のユーザ端末装置が同報通信しなければ、再
生装置とこれら他のユーザ端末装置とを区別する必要はない。複数のユーザ端末装置が同
報通信無線通信モジュール（再生装置内の）に関連付けられた通信アドレスを同時にまた
は極めて短い時間間隔内に取得し、それとの接続を確立し得る。したがって、メディアコ
ンテンツに関連付けられた情報を取得する効率はさらに改善され得る。
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【００４３】
　工程Ｓ２０２では、再生装置は、再生装置内で現在再生されているメディアコンテンツ
に関連付けられた情報を取得する要求を端末装置から受信する。
【００４４】
　本開示の実施形態によると、再生装置は無線通信モジュールを含む。したがって、ユー
ザ端末装置も無線通信能力を含む場合、２つの装置は多画面相互作用を行い得る。したが
って、ある再生装置において再生されているメディアコンテンツに関連付けられた情報を
取得するために、ユーザ端末装置は情報の要求を再生装置へ無線で送信し得る。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、ユーザ端末装置上のクライアントアプリケーションは、ター
ゲット再生装置により同報通信された情報を受信すると、再生装置内のメディアコンテン
ツに関連付けられた情報を取得するようにユーザに促し得る。次に、クライアントアプリ
ケーションは、ユーザからの取得命令を検知し得る。命令を入力するために異なるタイプ
のインターフェイスがユーザへ提供され得る。例えば、ボタンなどの制御機器がユーザイ
ンターフェース上に提供され得、ユーザ端末装置は制御機器の操作を検知した後に要求を
送信し得る。いくつかの実施形態では、ユーザ端末装置は、ユーザからの要求を送信する
命令を表すように予め定められた特定の事象を検知するように構成された加速度センサお
よび光センサなどのセンサ装置を含み得る。例えば、ユーザ端末装置は、「ユーザ端末装
置を揺動する」方法でユーザに操作命令を送信するように促し得る。次に、端末装置内の
加速度センサは揺動行為を検知し得る。揺動行為を検知すると、ユーザ端末装置は、現在
再生されているメディアコンテンツに関連付けられた情報を取得する要求をターゲット再
生装置へ送信し得る。
【００４６】
　工程Ｓ２０３では、再生装置は、現在再生されているメディアコンテンツに関連付けら
れた情報の識別子をマッピング表に基づき判断する。
【００４７】
　要求をユーザ端末装置から受信した後、再生装置は最初に、現在再生されているメディ
アコンテンツを判断し得る。次に、再生装置は、現在再生されているメディアコンテンツ
に関連付けられた情報の識別子を予め設定されたマッピング表に基づき判断し得る。
【００４８】
　マッピング表は再生装置内に予め格納され得、様々な種類の識別子とメディアコンテン
ツに関連付けられた情報とを関連付け得る。いくつかの実施形態では、識別子は情報の名
前を含む。名前は、名前をキーワードとして使用することにより、ユーザ端末装置が予め
構成された検索エンジンにより検索することを可能にする。このとき、検索は、情報につ
いてのより多くの詳細をもたらし得る。いくつかの実施形態では、識別子は、関連情報を
格納する場所のユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）などのネットワークアドレスを
含む。ＵＲＬは、ユーザ端末装置が情報についてより多くの詳細を取り出せるようにし得
る。
【００４９】
　場合により、ＵＲＬストリングは部分毎に送信される必要がある。これは、いくつかの
無線通信プロトコル（例えばＢＬＥ４．０）が送信パケットの最大サイズ（例えば３０バ
イト以下）を制限し、一方、関連情報のＵＲＬ（例えば電子商取引プラットフォームにお
ける製品詳細ページのＵＲＬ）ストリングの長さが通常、サイズ限度を超えるためである
。この場合、ＵＲＬは複数の部分に分割され得、関連ＵＲＬの各部分と識別子とが関連付
けられる。次に、複数の部分は複数のパケットでユーザ端末装置へ送信され得る。しかし
、ＵＲＬの分割は情報の取得に対して遅延を加え得る。さらに、複数のクライアントから
の要求に同時に応答する際、輻輳および伝送エラーなどの様々な問題が発生し得る。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、情報は所定の識別子に関連付けられ得る。情報と所定の識別
子との関連性はマッピング表内に格納され得る。所定の識別子の長さは８バイト～１６バ
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イトに制御され得、識別子が分割を必要とすることなく単一パケットで送信されることを
可能にする。いくつかの実施形態では、サーバ（例えば図１のサーバ１１０）は、所定の
識別子とネットワークアドレスとを関連付ける第２のマッピング表を格納し得、情報は第
２のマッピング表を介してアクセスされ得る。第２のマッピング表はサーバに格納され得
る。識別子を再生装置から取得した後、ユーザ端末装置は識別子を含む第２の要求をサー
バへ送信し得る。次に、サーバは、識別子により第２のマッピング表にアクセスし、識別
子に関連付けられたネットワークアドレスをユーザ端末装置へ提供し得る。次に、ユーザ
端末装置はネットワークアドレスを使用することにより情報の詳細を取得し得る。
【００５１】
　所定の識別子の使用はまた、ハッキングの危険性を緩和し得る。特に、ＢＬＥ４．０は
ペアリングを必要としないため、ＢＬＥ４．０プロトコル下で送信されるメッセージのコ
ンテンツはユーザ端末装置へ向かう途中で遮断および改ざんされ得る。例えば、再生装置
がＢＬＥ４．０を使用してネットワークアドレスをユーザ端末装置へ送信すれば、ハッカ
ーは、送信されたアドレスを改ざんしてユーザ端末装置を別のネットワークアドレスへ振
り向け得る。一方、ハッカーは、識別子と、関連する情報場所とのマッピング（サーバに
格納されるような）を変更することなく、ユーザ端末装置を異なるネットワークロケーシ
ョンへ振り向けるように識別子を改ざんすることができない。このような配置は、多画面
相互作用のセキュリティを強化し得る。
【００５２】
　メディアコンテンツは、通常、メディアファイルの形式で格納される。場合により、各
メディアファイルは特定のメディアコンテンツに関するデータを格納し得る。例えば、オ
ーディオビデオインタリーブ（ＡＶＩ）ファイルはある製品の広告のデータを格納し得る
。再生装置に格納されたマッピング表は、識別子とメディアファイルの名前との間のマッ
ピングを格納し得る。したがって、工程Ｓ２０３において、再生装置は、現在再生されて
いるメディアファイルの名前を判断し、次に、メディアファイルの名前に関連付けられた
識別子をマッピング表に基づき判断し得る。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、１つのメディアファイルが複数のメディアコンテンツを格納
し得る。例えば、ＡＶＩファイルは複数の製品および／またはサービスの広告のためのデ
ータを格納し得、各製品またはサービスは１つのメディアコンテンツと関連付けられる。
この場合、ファイルに含まれる各メディアコンテンツはタイムスタンプによりマーキング
され得る。タイムスタンプは、ファイルが再生されるときのメディアコンテンツの再生時
間を表すように構成され得る。識別子はまた、ファイルに関連付けられた第１の副識別子
とメディアコンテンツに関連付けられた第２の副識別子とを含み得る。次に、再生装置に
格納されるマッピング表は、メディアコンテンツを格納するファイルの名前と、メディア
コンテンツの再生時間と、第１および第２の副識別子との間の関連性とを提供し得る。さ
らに、サーバに格納される第２のマッピング表はまた、第１および第２の副識別子とメデ
ィアコンテンツに関連付けられた情報を格納するロケーションのネットワークアドレスと
の間の関連性を提供し得る。したがって、工程Ｓ２０３において、再生装置は、現在再生
されているメディアファイルの名前を判断し得、ファイルの現在の再生時間をファイルを
再生する進捗に基づき判断し得る。次に、再生装置は、メディアファイルの名前と再生時
間とに基づきマッピング表から第１および第２の副識別子を判断し得る。次に、再生装置
は第１および第２の副識別子をユーザ端末装置へ送信し得、次にユーザ端末装置は第１お
よび第２の副識別子に関連付けられたネットワークアドレスをサーバから取得し得る。ネ
ットワークアドレスは、現在再生されているメディアファイルの一部に関連付けられた情
報をユーザ端末装置が取得することを可能にする。
【００５４】
　再生装置におけるマッピング表は様々な方法で生成され得る。いくつかの実施形態では
、マッピング表は管理者により手動で生成および更新される。いくつかの実施形態では、
効率を改善するために、管理装置（例えば図１の管理装置１０８）がマッピング表の生成



(14) JP 6580132 B2 2019.9.25

10

20

30

40

50

を容易にするために提供される。例えば、名前またはネットワークアドレスが識別子とし
て使用される状況では、管理装置は、再生装置により再生される（または、再生されてい
る）メディアコンテンツのリストを提供し得る。リストは例えば再生装置または他のソー
スから取得され得る。次に、マッピング表は、列挙されたメディアコンテンツのそれぞれ
と名前とを関連付け、および／または情報のネットワークアドレスとメディアコンテンツ
とを関連付けるために生成され得る。次に、管理装置は格納のためにマッピング表を再生
装置へ返送し得る。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、所定の識別子が使用される状況では、サーバはまた識別子を
生成するように構成される。このような構成は、異なる管理装置同士が識別子とメディア
コンテンツとの間の競合関連性を生成する（例えば、異なる管理装置同士が異なるメディ
アコンテンツに対して同じ識別子を生成する）シナリオを回避し得る。このような競合は
、識別子とメディアコンテンツに関連付けられた情報との間の関連性を第２のマッピング
表を使用して格納するサーバにおいて混乱を生じ得る。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、再生装置内のメディアコンテンツのリストを判断した後、管
理装置はメディアコンテンツのリストをサーバへ送信し得る。次に、サーバは、列挙され
たメディアコンテンツのそれぞれの識別子を生成し得、この識別子情報を管理装置へ戻す
。次に、サーバからの識別子情報に基づき、管理装置は、識別子が、列挙されたメディア
コンテンツに関連付けられた情報に関連付けられていることを確認し得る。次に、管理装
置はマッピング表を生成し、格納のためにマッピング表を再生装置へ提供し得る。いくつ
かの実施形態では、管理装置はまた、列挙されたメディアコンテンツに関連付けられた情
報のネットワークアドレスを受信し、ネットワークアドレスをサーバへ提供し得る。これ
により、サーバは、識別子とネットワークアドレスとの関連性を第２のマッピング表内に
格納することを可能にする。
【００５７】
　１つのメディアファイルが１つのメディアコンテンツを格納するいくつかの実施形態で
は、メディアコンテンツのリストはメディアファイル名のリストであり得、マッピング表
を生成する工程は次の工程を含む。
【００５８】
　工程Ｓ２０３ａ１では、管理装置（例えば図１の管理装置１０８）は再生装置内のメデ
ィアファイルリストを取得する要求を再生装置（例えば図１の再生装置１０４）へ送信す
る。ファイルリストの例を表１に示す。
【００５９】
【表１】

【００６０】
　工程Ｓ２０３ａ２では、管理装置は識別子の要求（メディアファイルリストを含む）を
サーバ（例えば図１のサーバ１１０）へ送信する。要求は、列挙されたメディアファイル
のそれぞれの識別子をサーバが生成し戻すことを可能にする。識別子はアルゴリズムによ
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り生成され得る。
【００６１】
　工程Ｓ２０３ａ３では、管理装置はメディアファイルのそれぞれに関連付けられた情報
のＵＲＬを取得する。ＵＲＬは管理者により指定され得る。メディアファイル、識別子、
ＵＲＬ間の関連性が生成され得る。
【００６２】
　工程Ｓ２０３ａ４では、管理装置は、メディアファイル名と識別子とを関連付ける第１
のマッピング表を生成し、それを再生装置へ送信する。第１のマッピング表は再生装置に
格納され得る。第１のマッピング表の例を表２に示す。
【００６３】
【表２】

【００６４】
　工程Ｓ２０３ａ５では、管理装置は、識別子のそれぞれに関連付けられたＵＲＬをサー
バへ送信し、サーバが識別子とＵＲＬとの関連性を第２のマッピング表内に格納すること
を可能にする。第２のマッピング表の例を表３に示す。
【００６５】
【表３】

【００６６】
　１つのメディアファイルが複数のメディアコンテンツを格納するいくつかの実施形態で
は、ターゲット再生装置から取得されるメディアコンテンツのリストがメディアファイル
名と複数のメディアコンテンツのそれぞれに対応する時間情報とを関連付け得る。例示的
な例として、第１のメディアコンテンツの再生時間は０秒～３０秒であり得、第２のメデ
ィアコンテンツの再生時間は３１秒～４５秒等である。この場合、マッピング表を生成す
る工程は次の工程を含み得る。
【００６７】
　工程２０３ｂｌにおいて、管理装置（例えば図１の管理装置１０８）は、再生装置内の
メディアファイルリストを取得する要求を再生装置（例えば図１の再生装置１０４）へ送
信する。
【００６８】
　例えば、ファイルリストは表４に示すようなものである。
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【００６９】
【表４】

【００７０】
　工程２０３ｂ２では、管理装置は、各再生時間に対応するメディアコンテンツに関連付
けられた情報のＵＲＬをリスト内の情報に基づき指定する。
【００７１】
　工程２０３ｂ３では、管理装置は、リスト内の再生時間情報をＵＲＬで置換する（また
は代替として、ＵＲＬと表４内の各再生時間とを関連付ける）。次に、管理装置は更新さ
れたリストをサーバへ送信する。更新されたリストは、サーバが各メディアファイルの第
１の副識別子と各ＵＲＬの第２の副識別子とをアルゴリズムにより生成することを可能に
する。第２のマッピング表は、第１および第２の識別子とＵＲＬとの間の関連性を格納す
るために生成され得る。第２のマッピング表の例が表５に示される。
【００７２】

【表５】

【００７３】
　工程２０３ｂ４において、サーバは、第１および第２の副識別子をメディアファイルリ
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スト内に添付し、更新されたリストを管理装置へ戻す。次に、管理装置は、識別子とマッ
ピング表内のエントリの残りとを関連付けるために第１のマッピング表を生成し得る。次
に、第１のマッピング表は格納のために再生装置へ送信される。第１のマッピング表の例
を表６に示す。
【００７４】
【表６】

【００７５】
　いくつかの実施形態では、管理装置はまた、関連付け情報の識別情報を更新するために
使用され得る。例えば、特定のメディアコンテンツに関連付けられたＵＲＬが更新され得
る。管理装置は更新のためにサーバと同期し得る。また、第１の副識別子に関連付けられ
た第２の副識別子も管理装置において更新され得る。次に、管理装置は更新のために再生
装置およびサーバと同期し得る。したがって、ユーザ端末装置は、第２の副識別子を受信
し、更新された第２の副識別子を使用して関連ＵＲＬを取り出し得る。ユーザ端末装置は
、表示のための関連情報を関連ＵＲＬから取得し得る。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、管理装置は、無線通信または有線通信のいずれかにより、再
生装置において第１のマッピング表を構成し得る。構成する工程が無線通信により実施さ
れる場合、認証された接続が構成データの送信のために設定されることを可能にする従来
のBluetoothプロトコルが使用され得る。認証された接続により、送信中に構成データ（
例えば関連情報のネットワークロケーション）を改ざんすることが困難になり、したがっ
て、構成する操作の安全性が改善され得る。したがって、再生装置は、ＢＬＥモジュール
と従来のBluetoothモジュールとの両方を備え得、その２つは無線通信モジュールを形成
する。ＢＬＥモジュールは、ユーザ端末装置との多画面相互作用を行うように構成され得
、従来のBluetoothモジュールが再生装置における第１のマッピング表を構成する工程の
ために構成され得る。
【００７７】
　工程Ｓ２０４では、再生装置は、無線通信モジュールを介して関連情報の識別子をユー
ザ端末装置へ戻す。識別子は、ユーザ端末装置が関連情報を取得することを可能にする。
【００７８】
　上述のように、メディアコンテンツに関連付けられた情報の識別子を再生装置が判断し
た後、識別子情報は無線通信モジュールを介してユーザ端末装置へ戻され得る。次に、ユ
ーザ端末装置は識別子により情報を取得し得る。情報は、例えば、ある電子商取引プラッ
トフォームなどに製品を列挙するウェブページであり得る。このウェブページは、価格お
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よびユーザコメントなど、ユーザにとって興味ある情報を含み得る。情報の識別子がネッ
トワークアドレスを含む場合、ユーザ端末装置はネットワークアドレスにより直接情報を
取得し得る。所定の識別子が使用される場合、識別子は関連するネットワークアドレスを
取得するためにサーバへ送信され得、次に、その関連するネットワークアドレスは、情報
を取得するためにユーザ端末装置により使用され得る。
【００７９】
　したがって、本開示の実施形態は、再生装置における無線通信モジュールとマッピング
表とを提供し、マッピング表はメディアコンテンツに関連付けられた情報の識別子を格納
する。無線通信モジュールは、再生装置が、再生装置により現在再生されているメディア
コンテンツに関連付けられた情報の要求をユーザ端末装置から受信することを可能にする
。次に、再生装置は、マッピング表に基づき情報の識別子を判断し、情報の識別子を無線
通信モジュールを介して戻し得る。次に、ユーザ端末装置は情報を取得するために識別子
を使用し得る。無線通信モジュールは、再生装置とユーザ端末装置とが同じローカルエリ
アネットワークに接続されなくても多画面相互作用が行われることを可能にする。
【００８０】
　さらに、無線通信モジュールは同報通信をサポートし得、認証された接続を必要としな
いため、再生装置は無線通信モジュールに関連付けられた通信アドレスを同報通信し得る
。したがって、多画面相互作用は、再生装置とユーザ端末装置との間の認証された接続の
必要なしに行われ得る。これにより、ユーザ端末装置は、メディアコンテンツに関連付け
られた情報をより効率的な方法で取得することを可能にする。同報通信無線方式により実
施される多画面相互作用はまた、地下鉄駅および空港などの混雑した場所に適応され得る
。
【００８１】
　図３は、本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツに関連付けられた情報を取
得する例示的方法３００のフローチャートである。いくつかの実施形態では、例示的方法
３００は図１のユーザ端末装置１０６により行われ得る。方法３００は以下の工程を含む
。
【００８２】
　工程Ｓ３０１では、ユーザ端末装置１０６は、メディアコンテンツを再生している再生
装置（例えば図１の再生装置１０４）に関連付けられた通信アドレスを、同報通信メッセ
ージをリッスンすることにより判断する。
【００８３】
　工程Ｓ３０２では、ユーザ端末装置は、メディアコンテンツに関連付けられた情報を再
生装置から取得する要求を通信アドレスへ送信する。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、ユーザ端末装置は、ユーザのためにプロンプト情報をさらに
提供し得る。次に、ユーザ端末装置は、ユーザからの予め設定された操作を検知し得る。
予め設定された操作のイベントを検知すると、ユーザ端末装置は要求を送信し得る。
【００８５】
　工程Ｓ３０３では、ユーザ端末装置は、メディアコンテンツに関連付けられた情報の識
別子を受信する。識別子はマッピング表に基づき判断される。マッピング表の詳細および
機能は、表２～４に関して上に述べられており、ここでは繰り返さない。
【００８６】
　工程Ｓ３０４では、ユーザ端末装置は、メディアコンテンツに関連付けられた情報を識
別子に基づき取得する。
【００８７】
　図４は、本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツに関連付けられた情報の識
別子とメディアコンテンツとを関連付ける例示的方法４００のフローチャートである。い
くつかの実施形態では、例示的方法４００は図１の管理装置１０８により行われ得る。方
法４００は以下の工程を含む。
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【００８８】
　工程Ｓ４０１では、管理装置１０８は、再生装置に関連付けられたメディアコンテンツ
のリストを取得する。
【００８９】
　工程Ｓ４０２では、管理装置は、列挙されたメディアコンテンツに関連付けられた情報
の識別子を取得する。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、識別子は、列挙されたメディアコンテンツ毎にサーバ（例え
ば図１のサーバ１１０）により生成され得る。次に、管理装置は識別子を受信し、それを
再生装置へ送信する。次に、識別子は、再生装置においてマッピング表に格納され得る。
管理装置はまた、列挙されたメディアコンテンツのそれぞれに関連付けられた情報のネッ
トワークアドレスを取得する。次に、管理装置はネットワークアドレス情報をサーバへ送
信し、これによりサーバが識別子とネットワークアドレスとの間の関連性を格納すること
を可能にする。次に、サーバは、識別子を含む要求をユーザ端末装置から受信すると、識
別子に関連付けられたネットワークアドレスを提供し、これによりユーザ端末装置がネッ
トワークアドレスを使用して関連情報を取得することを可能にする。マッピング表の構造
は、列挙されたメディアファイルが唯一のメディアコンテンツを含む場合と、列挙された
メディアファイルが複数のメディアコンテンツを含む場合とで異なり得る。マッピング表
および識別子の様々な構造の詳細は、表２～４に関して上に述べられており、それらの詳
細はここでは繰り返さない。
【００９１】
　工程Ｓ４０３では、管理装置１０８は、メディアコンテンツに関連付けられた情報の識
別子に基づきマッピング表（再生装置に格納される）を決定する。ユーザ端末装置から要
求を受信すると、マッピング表は、再生装置において再生されているメディアコンテンツ
に関連付けられた情報の識別子を再生装置が提供することを可能にする。次に、ユーザ端
末装置は、関連情報を取得するために識別子を使用し得る。管理装置から再生装置へのマ
ッピング表（および更新）の送信は、認証された無線接続上で行われ得る。
【００９２】
　図５は、本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツと、当該メディアコンテン
ツに関連付けられた情報の識別子との間の関連付け情報を取得する例示的方法５００のフ
ローチャートである。いくつかの実施形態では、例示的方法５００は図１の再生装置１０
４により行われ得る。方法５００は以下の工程を含む。
【００９３】
　工程Ｓ５０１では、再生装置１０４は、メディアコンテンツリストを取得する要求を管
理装置（例えば図１の管理装置１０８）から受信する。
【００９４】
　工程Ｓ５０２では、再生装置は、ローカルに格納されたメディアコンテンツに基づきメ
ディアコンテンツリストを戻す。メディアコンテンツはメディアファイルとして格納され
る。各メディアファイルが１つのメディアコンテンツを格納する場合、メディアコンテン
ツリストはそれぞれローカルに格納されたメディアファイルの名前を含む。各メディアフ
ァイルが複数のメディアコンテンツを格納する場合、メディアコンテンツリストは各メデ
ィアコンテンツの再生時間情報をさらに含む。
【００９５】
　工程Ｓ５０３では、再生装置は、１つまたは複数の識別子と、列挙されたメディアコン
テンツとを関連付けるマッピング表を受信し、それを格納する。マッピング表および識別
子の機能は、図２～図４に関して上に述べられており、ここでは繰り返さない。
【００９６】
　図６は、本開示の実施形態に一致する、情報の識別子と、当該情報のネットワークロケ
ーションとの間の関連付け情報を生成する例示的方法６００のフローチャートである。い
くつかの実施形態では、例示的方法６００は図１のサーバ１１０により行われ得る。方法
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６００は以下の工程を含む。
【００９７】
　工程Ｓ６０１では、サーバ１１０は、再生装置（例えば再生装置１０４）に関連付けら
れたメディアコンテンツリストを管理装置（例えば図１の管理装置１０８）から受信する
。
【００９８】
　工程Ｓ６０２では、サーバは、メディアコンテンツリスト内の列挙されたメディアコン
テンツのそれぞれの識別子を生成する。
【００９９】
　工程Ｓ６０３では、サーバは、メディアコンテンツと識別子との間の関連付け情報を管
理装置へ戻す。次に、第１のマッピング表が関連付け情報に基づき生成され得る。第１の
マッピング表は、メディアコンテンツに関連付けられた識別子を提供するために再生装置
により使用され得る。第１のマッピング表の例および機能は表１～４に関して述べられて
おり、ここでは繰り返さない。
【０１００】
　工程Ｓ６０４では、サーバは、列挙されたメディアコンテンツのそれぞれに関連付けら
れた情報のネットワークアドレスを管理装置から受信する。
【０１０１】
　工程Ｓ６０５では、サーバは、識別子とネットワークアドレスとを第２のマッピング表
内で関連付ける。第２のマッピング表は、ユーザ端末装置からの要求に含まれる識別子に
関連付けられたネットワークアドレスをサーバが提供することを可能にする。第２のマッ
ピング表の例および機能は、表５～６に関して上に述べられており、ここでは繰り返さな
い。
【０１０２】
　図７は、本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツに関連付けられた情報を提
供する例示的システム７００のブロック図である。システム７００は、再生装置（例えば
図１の再生装置１０４）の一部であり得、図２の方法２００の一部または全体を実施する
ように構成される。システム７００（またはメディア再生装置）は、少なくとも１つのメ
ディアコンテンツと、メディアコンテンツと識別子とを関連付けるマッピング表とを格納
する。識別子はメディアコンテンツに関連付けられた情報を識別するように構成される。
図７を参照すると、システム７００は、同報通信ユニット７０１、要求受信ユニット７０
２、識別情報判断ユニット７０３および識別情報の戻しユニット７０４を含む。
【０１０３】
　同報通信ユニット７０１は、無線モジュールを含んでおり、無線通信モジュールに関連
付けられた通信アドレス情報を無線で同報通信するように構成される。対応する無線通信
モジュールを有するユーザ端末装置（例えば図１のユーザ端末装置１０６）が通信アドレ
ス情報を受信し得る。いくつかの実施形態では、無線通信モジュールは、同報通信機能を
有し、認証された接続を必要としないBluetoothモジュールを含む。
【０１０４】
　要求受信ユニット７０２は、再生装置内で現在再生されているメディアコンテンツに関
連付けられた情報を取得する要求をユーザ端末装置から受信するように構成される。
【０１０５】
　識別情報判断ユニット７０３は、再生装置において現在再生されているメディアコンテ
ンツに関連付けられた情報の識別子を、対応表に基づきローカルに格納されたマッピング
表に基づいて判断するように構成される。いくつかの実施形態では、識別情報判断ユニッ
ト７０３は方法２００の工程Ｓ２０３の一部または全体を実施するように構成される。識
別子は、メディアコンテンツに関連付けられた情報を格納するロケーションのネットワー
クアドレスを含み得る。識別子はまた、メディアコンテンツに関連付けられた所定の識別
子であり得る。再生装置において格納されたメディアファイルが複数のメディアコンテン
ツを含む場合、識別子は、メディアファイルに関連付けられた第１の副識別子とメディア
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コンテンツに関連付けられた第２の副識別子とを含み得る。
【０１０６】
　識別情報戻しユニット７０４は、識別情報判断ユニット７０３により判断された識別子
を無線通信モジュールを介して戻すように構成される。識別子は、再生装置において再生
されているメディアコンテンツに関連付けられた情報をユーザ端末装置が取得することを
可能にする。
【０１０７】
　図８は、本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツに関連付けられた情報を取
得する例示的システム８００のブロック図である。システム８００は、ユーザ端末装置（
例えば図１のユーザ端末装置１０６）の一部であり得、図３の方法３００の一部または全
体を実施するように構成される。システム８００は無線通信モジュールを含む。図８を参
照すると、システム８００は通信アドレス判断ユニット８０１、要求送信ユニット８０２
、識別情報受信ユニット８０３および情報取得ユニット８０４を含む。
【０１０８】
　通信アドレス判断ユニット８０１は、メディアコンテンツを再生している再生装置（例
えば図１の再生装置１０４）に関連付けられた通信アドレスを、同報通信メッセージをリ
ッスンすることにより判断するように構成される。
【０１０９】
　要求送信ユニット８０２は、メディアコンテンツに関連付けられた情報を取得する要求
を無線通信モジュールにより再生装置へ送信するように構成される。メディアコンテンツ
は、再生装置において現在再生され得、ユーザ端末装置を操作するユーザにより見られ得
る。
【０１１０】
　識別情報受信ユニット８０３は、メディアコンテンツに関連付けられた情報の識別子を
受信するように構成される。識別子はマッピング表（例えば、上に説明したような表２～
４）に基づき再生装置により判断される。
【０１１１】
　情報取得ユニット８０４は、識別子に基づき情報を取得するように構成される。
【０１１２】
　図９は、本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツと、当該メディアコンテン
ツに関連付けられた情報の識別子との間の関連付け情報を生成する例示的システム９００
のブロック図である。システム９００は、管理装置（例えば図１の管理装置１０８）の一
部であり得、図４の方法４００の一部または全体を実施するように構成される。図９を参
照すると、システム９００はリスト取得ユニット９０１、識別情報取得ユニット９０２お
よびマッピング表決定ユニット９０３を含む。
【０１１３】
　リスト取得ユニット９０１は、再生装置（例えば図１の再生装置１０４）からメディア
コンテンツのリストを取得するように構成される。システム９００と再生装置とは、認証
された無線接続により互いに相互作用し得る。
【０１１４】
　識別情報取得ユニット９０２は、メディアコンテンツに関連付けられた情報の識別子を
取得するように構成される。いくつかの実施形態では、識別子取得ユニット９０２は、方
法４００の工程Ｓ４０２の一部または全体を実施するように構成される。識別情報取得ユ
ニット９０２は、サーバ（例えば図１のサーバ１１０）から識別子を取得し、関連情報を
格納するロケーションのネットワークアドレスをサーバへ送信し、これによりサーバがネ
ットワークアドレスと識別子とを関連付けることを可能し得る。再生装置に格納されたメ
ディアファイルが複数のメディアコンテンツを含む場合、識別子は、メディアファイルに
関連付けられた第１の副識別子とメディアコンテンツに関連付けられた第２の副識別子と
を含み得る。
【０１１５】
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　マッピング表決定ユニット９０３は、識別情報取得ユニット９０２により取得された識
別子に基づきマッピング表を決定するように構成される。マッピング表の例と機能は表１
～４に関して述べられており、ここでは繰り返さない。
【０１１６】
　図１０は、本開示の実施形態に一致する、メディアコンテンツと、当該メディアコンテ
ンツに関連付けられた情報の識別子との間の関連付け情報を取得する例示的システム１０
００のブロック図である。システム１０００は、再生装置（例えば図１の再生装置１０４
）の一部であり得、図５の方法５００の一部または全体を実施するように構成される。図
１０を参照すると、システム１０００は要求受信ユニット１００１、リスト戻しユニット
１００２およびマッピング表取得ユニット１００３を含む。
【０１１７】
　要求受信ユニット１００１は、メディアコンテンツリストを取得する要求を管理装置（
例えば図１の管理装置１０８）から受信するように構成される。
【０１１８】
　リスト戻しユニット１００２は、ローカルに格納されたメディアコンテンツに基づきメ
ディアコンテンツリストを戻すように構成される。
【０１１９】
　マッピング表取得ユニット１００３は、管理装置からマッピング表を取得するように構
成され、マッピング表を格納する。マッピング表は、１つまたは複数の識別子と、列挙さ
れたメディアコンテンツとを関連付ける。マッピング表の例および機能は表１～４に関し
て述べられており、ここでは繰り返さない。
【０１２０】
　図１１は、本開示の実施形態に一致する、情報の識別子と情報のネットワークロケーシ
ョンとの間の関連付け情報を生成する例示的システム１１００のブロック図である。シス
テム１１００は、サーバ（例えば図１のサーバ１１０）の一部であり得、図６の方法６０
０の一部または全体を実施するように構成される。図１１を参照すると、システム１１０
０はリスト受信ユニット１１０１、識別情報生成ユニット１１０２および関連付け情報戻
しユニット１１０３を含む。
【０１２１】
　リスト受信ユニット１１０１は、メディアコンテンツリストを管理装置（例えば図１の
管理装置１０８）から受信するように構成される。管理装置はメディアコンテンツリスト
を再生装置（例えば図１の再生装置１０４）から受信する。
【０１２２】
　識別情報生成ユニット１１０２は、列挙されたメディアコンテンツのそれぞれの識別子
を生成するように構成される。
【０１２３】
　関連付け情報戻しユニット１１０３は、メディアコンテンツと識別子との間の関連付け
情報を管理装置へ戻すように構成され、これにより識別子とメディアコンテンツとを関連
付ける第１のマッピング表を管理装置が生成することを可能にする。第１のマッピング表
の例および機能は表１～４に関して述べられており、ここでは繰り返さない。
【０１２４】
　システム１１００はまた、メディアコンテンツに関連付けられた情報を格納するロケー
ションのネットワークアドレスを受信し、識別子とネットワークアドレスとを関連付ける
第２のマッピング表を格納するように構成される。第２のマッピング表の例および機能は
表５～６に関して上に述べられており、ここでは繰り返さない。
【０１２５】
　実装形態のこれまでの説明に基づき、当業者は、本出願が必要な汎用ハードウェアプラ
ットフォームに加えてソフトウェアにより実施され得ることを明確に理解し得る。このよ
うな理解に基づき、本質的には本出願の技術的解決策または従来技術に寄与する部分がソ
フトウェア製品の形式で実施され得る。コンピュータソフトウェア製品は、ＲＯＭ／ＲＡ
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Ｍ、磁気ディスクおよび光ディスクなどの記憶媒体内に格納され、本出願の例において述
べられた方法のすべてまたは一部を行うようにコンピュータ装置（パーソナルコンピュー
タ、サーバまたはネットワーク装置であり得る）に指示するためのいくつかの命令を含み
得る。
【０１２６】
　本明細書の例は段階的な方法で説明され、例の同じまたは同様の部分は互いに参照する
ことにより得られ、各例は他の例との差異を強調する。特に、システムまたはシステム例
は方法例と基本的に同様であるため、比較的簡単に説明され、これらの関係部分は方法例
における説明の一部を参照することにより得られ得る。説明したシステムおよびシステム
例は単に例示的であり、分離された部分として説明されたユニットは物理的に別個であっ
てもなくてもよく、ユニットとして表示された部分は物理装置であってもなくてもよく、
１つの位置に位置し得るか、または複数のネットワークユニット上に分散され得る。モジ
ュールの一部またはすべては、本出願の解決策の目的を達成するために実際のニーズに基
づき選択され得る。当業者は、創造的努力なしに本開示を理解および実施し得る。
【０１２７】
　本出願において提供されるメディアコンテンツを提供する方法および装置は詳細に説明
され、特別な例は、本出願の原理および実装形態を説明するために本文中において適用さ
れ、例の説明は、本出願の方法およびその中核的な理念の理解を促進するためにのみ使用
され、その一方で、当業者は特定の実装形態および応用範囲に対する変形形態を本出願の
考えに基づいてなし得る。このことから、本明細書の情報は本出願の限定と考えるべきで
ない。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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